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税

金

市
民
税
・
都
民
税
納
税
通
知
書
を

６
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

市
民
税
・
都
民
税
（
住
民
税
）
は
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
に
、

前
年
の
所
得
を
も
と
に
算
出
さ
れ
た
税
額
を
納

め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

普
通
徴
収
の
納
期
は
年
４
回
で
す
。
納
税
通

知
書
の
内
容
を
確
認
し
、
期
限
内
の
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

年
金
特
別
徴
収
は
、
年
６
回
に
分
け
て
年
金

か
ら
引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。

定
額
減
税
の
対
象
と
な
る
普
通
徴
収
と
年
金

特
別
徴
収
の
方
は
定
額
減
税
額
分
が
減
額
と
な

り
ま
す
。

会
社
を
通
じ
て
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知

書
が
届
く
方
は
、
６
月
の
給
与
か
ら
翌
年
５
月

の
給
与
ま
で
に
12
回
に
分
け
て
引
き
落
と
し
と

な
り
ま
す
。
定
額
減
税
の
対
象
と
な
る
方
は
６

月
の
引
き
落
と
し
が
な
く
、
定
額
減
税
後
の
税

額
を
７
月
の
給
与
か
ら
翌
年
５
月
の
給
与
ま
で

に
11
回
に
分
け
て
引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。

■
定
額
減
税
の
対
象
者

令
和
６
年
度
の

個
人
住
民
税
に
係
る
合
計
所
得
金
額
が

１
８
０
５
万
円
以
下
の
所
得
割
納
税
者

■
定
額
減
税
額

納
税
者
お
よ
び
配
偶
者
を
含

め
た
扶
養
親
族
（
国
外
居
住
者
は
除
く
）
１

人
に
つ
き
１
万
円

問
合
せ

課
税
課
市
民
税
係

162

固
定
資
産
税
の
お
知
ら
せ

■
新
（
増
）
築
し
た
家
屋
の
調
査

令
和
６
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た
家
屋
を
対

象
に
調
査
を
行
い
ま
す
。
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
算
出
根
拠
と
な
る
家
屋
の
評
価
額
を

決
定
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

家
屋
の
完
成
を
確
認
次
第
、
家
屋
調
査
の
日

程
調
整
の
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。
希
望
日
時

を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※
車
庫
や
サ
ン
ル
ー
ム
な
ど
を
増
築
し
た
場
合

も
課
税
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
現
地
調
査

適
正
な
課
税
の
た
め
年
３
回
、
市
内
全
域
を

巡
回
し
、
家
屋
の
新
築
や
滅
失
、
土
地
の
利
用

状
況
な
ど
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

■
取
壊
し
家
屋
（
建
物
）

令
和
６
年
中
に
家
屋
（
全
部
ま
た
は
一
部
）

を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

○
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
…
東
京
法
務
局
西
多

摩
支
局
で
家
屋
の
滅
失
登
記

○
未
登
記
の
家
屋
…
課
税
課
資
産
税
係
へ
「
家

▲���サイト
（������

▲�����
サイト

　（����

羽
村
市
で
は
、
39
人
の
行
政
連
絡
委
員
が
「
市
か
ら
の
お
知
ら
せ
や
各
種
調
査
に
関
す
る
こ

と
」「
そ
の
ほ
か
、
市
長
が
行
う
事
務
に
必
要
な
事
項
」
な
ど
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
と
の
パ

イ
プ
役
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ

地
域
振
興
課
地
域
振
興
係

203
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ご
存
じ
で
す
か

市
民
と
行
政
の
パ
イ
プ
役

行
政
連
絡
委
員

※…4月1日新任

���報は������������������������������������

��������む��は��������������������

広報はむら 6.6.1

屋
取
壊
し
申
告
書
」
を
提
出

※
取
壊
し
の
届
け
出
が
な
い
場
合
、
来
年
度
以

降
も
家
屋
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
課
税
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
住
宅
用
地
な
ど
の
申
告

市
内
に
土
地
を
所
有
し
て
い
て
、
令
和
６
年

中
に
次
に
該
当
す
る
方
は
「
固
定
資
産
税
住
宅

用
地
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
住
宅
を
新
築
し
、
土
地
を
新
し
く
住
宅
用
地

と
し
て
使
用
し
た
場
合

○
住
宅
を
取
り
壊
し
、
土
地
を
住
宅
用
地
と
し

て
使
用
し
な
く
な
っ
た
場
合

○
住
宅
用
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
事
業
用
家

屋
を
新
築
し
た
場
合

○
住
宅
を
事
業
用
家
屋
に
用
途
変
更
し
た
場
合

○
住
宅
を
建
て
替
え
て
い
る
場
合

■
申
告
用
紙
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

各
種
申
請
書
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
住
宅
の
省
エ
ネ
改
修
工
事

平
成
26
年
４
月
１
日
以
前
に
建
築
し
た
住
宅

で
、
一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、

改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分
に
限

り
、
当
該
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
を
減
額
し

ま
す
。

■
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

新
築
し
た
日
か
ら
10
年
以
上
経
過
し
た
住
宅

で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改

修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
工
事
が
完
了
し

た
年
の
翌
年
度
分
に
限
り
、
当
該
住
宅
に
係
る

固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す
。

■
住
宅
の
耐
震
改
修

昭
和

年
１
月
１
日
以
前
に
建
築
し
た
住
宅

で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
耐
震
改
修
工
事
を

行
っ
た
場
合
、
改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
の
翌

年
度
か
ら
当
該
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
を
減

額
し
ま
す
。

い
ず
れ
の
制
度
も
申
告
期
限

は
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か

ら
３
か
月
以
内
で
す
。
詳
し
く

は
市
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
に
な

る
か
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

課
税
課
資
産
税
係

健

康

特
定
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

対
象
の
方
に
、
５
月
末
に
受
診
券
を
送
付
し

ま
し
た
。
生
活
習
慣
病
を
早
期
に
発
見
し
予
防

す
る
た
め
、
毎
年
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

対

象

市
内
に
住
民
票
が
あ
り
、
次
の
①
②

の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
方

①
羽
村
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40

～
74
歳
の
方

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方

受
診
方
法

受
診
券
と
、
被
保
険
者
証
（
持
っ

て
い
る
方
は
高
齢
受
給
者
証
も
）
を
お
持
ち

の
上
、
期
間
内
に
「
特
定
健
康
診
査
実
施
医

療
機
関
」
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
医
療
機
関
名
な
ど
詳
し
く
は
、
同
封
の
「
実

施
医
療
機
関
一
覧
表
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

期

間

６
月
1
日
㈯
～
10
月
31
日
㈭

※
受
診
券
が
届
い
て
も
、
受
診
日
に
国
民
健
康

保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
な
い
場
合
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

各
医
療
保
険
者
か
ら
健
康
診
査
に
関
す
る
お

知
ら
せ
が
あ
り
ま
す
。
時
期
な
ど
詳
し
く
は
、

各
医
療
保
険
者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る
た
め
に
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
に
着
目

し
た
健
康
診
査
で
、
国
民
健
康
保
険
や
健
康
保

険
組
合
な
ど
の
医
療
保
険
者
が
行
い
ま
す
。

※
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
…
腹
部
の
内

臓
ま
わ
り
に
脂
肪
が
た
ま
っ
た
状
態
に
加
え

て
、
高
血
糖
・
高
血
圧
・
脂
質
異
常
の
う
ち

２
つ
以
上
が
重
な
っ
た
状
態
の
こ
と

74
歳
以
下
で
、
特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
腹

囲
や
Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
身
長
と
体
重
か
ら
算
出
さ
れ
る

数
値
）
が
基
準
値
以
上
で
あ
り
、
か
つ
血
圧
や

脂
質
、
血
糖
の
検
査
数
値
の
い
ず
れ
か
が
基
準

値
以
上
と
な
っ
た
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。
保

健
師
や
管
理
栄
養
士
な
ど
が
生
活
習
慣
病
を
予

防
す
る
た
め
の
改
善
策
に
つ
い
て
個
別
に
支
援

し
ま
す
。
対
象
と
な
っ
た
方
に
は
、
市
が
委
託

し
た
事
業
者
か
ら
特
定
保
健
指
導
の
案
内
を
送

付
し
ま
す
。

特
定
健
診
の
結
果
、
治
療
が
必
要
な
状
態
で

あ
っ
て
も
医
療
機
関
で
受
診
し
て
い
な
い
方
に

つ
い
て
は
、
市
が
委
託
し
た
事
業
者
か
ら
通
知

な
ど
で
受
診
を
促
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

健
康
状
態
を
よ
り
正
し
く
把
握
す
る
た
め

に
、
７
項
目
の
検
査
を
追
加
し
た
ヘ
ル
ス
ア
ッ

プ
健
康
診
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

★
自
覚
症
状
が
な
く
て
も
、
健
診
結
果
の
値
が

異
常
値
の
場
合
は
、
必
ず
医
師
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
基
準
値
内
で
あ
っ
て
も
以

前
の
健
診
結
果
と
比
較
し
て
異
常
値
に
近
づ

い
て
い
な
い
か
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
健
診

結
果
や
生
活
習
慣
に
つ
い
て
の
相
談
は
、
保

健
セ
ン
タ
ー
の
「
健
康
な
ん
で
も
相
談
」
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

626

愛
の
献
血
に
ご
協
力
を
！

日

時

６
月
13
日
㈭
午
前
10
時
～
正
午
、
午

後
１
時

分
～
４
時

会

場

市
役
所
正
面
玄
関
横

対

象

16
～
69
歳
（

歳
以
上
の
方
は
、

60
～
64
歳
の
と
き
に
献
血
経
験
が
あ
る
方
）

内

容

４
０
０
㎖
、
２
０
０
㎖
献
血

問
合
せ

健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー

内
）

623
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